
防
災
行
政
無
線
の
定
時
放

送
時
刻
が
変
わ
り
ま
す

◆
ご
注
意
く
だ
さ
い
◆

軽
自
動
車
等
を
お
持
ち
の
方
へ

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

問合せ先

税務課町民税係
�内２１５２

埼玉運輸支局
�０５０－５５４０－２０２６

軽自動車検査協会埼玉事務所
�０５０－３８１６－３１１０

種 類
原動機付自転車
（125㏄以下のバイク）

小型特殊自動車
（農耕用など）

軽二輪・小型二輪
（125㏄を超えるバイク）

軽自動車四輪

平
成
27
年
度

町
臨
時
職
員
の
登
録

放
送
時
刻

17
時

曲
名

野
バ
ラ

問

生
活
安
全
課
�内
２
２
８
２

軽
自
動
車
や
バ
イ
ク
等
の
税
金

は
、
4
月
1
日
現
在
の
所
有
者
の

方
に
納
税
し
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
が
、
現
在
所
有
し
て
い
る
車

両
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
場
合

は
至
急
手
続
き
が
必
要
で
す
。

①
住
所
を
変
更
す
る
と
き

②
車
両
を
譲
渡
す
る
と
き

③
盗
難
（
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
も

含
む
）
に
あ
っ
た
と
き

④
所
有
者
を
変
更
す
る
と
き

⑤
名
義
人
が
死
亡
し
た
と
き

⑥
使
用
で
き
な
く
な
り
車
両
を
処

分
す
る
と
き

⑦
す
で
に
車
両
を
持
っ
て
い
な
い

と
き

ま
た
、
こ
れ
ら
の
手
続
き
を
ほ

か
の
方
に
依
頼
し
た
場
合
は
、
手

続
き
が
完
了
し
て
い
る
か
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

町
で
は
、
職
員
に
欠
員
が
生
じ

た
場
合
な
ど
に
一
定
の
期
間
、
業

務
を
補
助
し
て
い
た
だ
く
た
め
、

臨
時
職
員
を
採
用
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
臨
時
職
員
は
、
あ
ら
か

じ
め
登
録
さ
れ
た
方
の
中
か
ら
、

そ
の
都
度
希
望
等
を
勘
案
し
採
用

し
て
い
ま
す
。

登
録
を
ご
希
望
の
方
は
、
市
販

広 告

土地・家屋縦覧帳簿の縦覧
４月１日㈬～６月１日㈪
※土・日曜および祝日は除く

伊奈町に土地または家屋を所有する
納税者および同一世帯の親族、また
は委任状を持参した方は、納税義務
を負っている資産（土地である場合
は土地、家屋である場合は家屋）に
係る縦覧帳簿のみご覧いただけます。

印鑑および本人の確認ができる書類
（運転免許証、健康保険証等）

無 料

期 間

縦覧できる
範囲

必要な物

費 用

場所 役場税務課窓口
時間 8時30分～17時15分 問 税務課固定資産税係�内２１５４

固定資産課税台帳の閲覧
４月１日㈬～
※土・日曜および祝日は除く

伊奈町に資産を有する納税義務者および同一
世帯の親族、または委任状を持参した方は、
その納税義務に係る固定資産。伊奈町内の土
地を借り受けている方は該当する土地につい
て、家屋を借り受けている方は該当する土地
および家屋についてご覧いただけます。

印鑑および本人の確認ができる書類（運転
免許証、健康保険証等）
※借地、借家人の方は、賃貸借契約書や賃
借料の領収書等事実を確認できるものの提
示をお願いします。

縦覧期間（４月１日～６月１日）に限り納税義
務者は無料。それ以外の期間および借地、借家
人の方は、１件１５０円の手数料がかかります。

期 間

閲覧できる
範囲

必要な物

費 用

おおおおおおおおおおおおおおお
知知知知知知知知知知知知知知知
ららららららららららららららら
せせせせせせせせせせせせせせせ
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伊奈町子育て支援センターへ伊伊奈奈町町子子育育てて支支援援セセンンタターーへへ
遊びに来ませんか？遊遊びびにに来来まませせんんかか？？

交
通
災
害
共
済

4
月
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
法
が
変
わ
り
ま
す

固
定
資
産
税
路
線
価
図

の
公
開
は
4
月
1
日
㈬

か
ら
開
始
し
ま
す

空
き
家
ト
ラ
ブ
ル
1
1
0
番

の
履
歴
書
に
必
要
事
項
を
記
入
、

押
印
し
、
写
真
を
貼
っ
て
総
務
課

ま
で
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

3
月
2
日
㈪
か
ら
随
時
受
け
付

け
ま
す
。
履
歴
書
の
有
効
期
限
は
、

平
成
28
年
3
月
31
日
㈭
ま
で
と
な

り
ま
す
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
履
歴
書
は

返
却
し
ま
せ
ん
。

職
種

一
般
事
務
・
保
育
業
務
・

調
理
業
務
・
そ
の
他

年
齢

平
成
27
年
4
月
1
日
現
在

で
69
歳
ま
で
の
方
（
生
年
月
日
が

昭
和
20
年
4
月
3
日
以
降
の
方
）

問

総
務
課
�内
２
２
２
２

埼
玉
県
市
町
村
交
通
災
害
共
済

は
、
不
幸
に
し
て
交
通
事
故
に
あ

わ
れ
た
家
族
へ
の
経
済
負
担
を
少

し
で
も
軽
く
す
る
た
め
に
設
け
ら

れ
た
も
の
で
、
加
入
者
の
拠
出
金

（
会
費
）
に
よ
り
、
見
舞
金
を
支

払
う
相
互
扶
助
の
共
済
組
合
で
す
。

万
一
の
交
通
災
害
に
備
え
て
加
入

し
ま
し
ょ
う
。

会
費
（
年
額
）

大
人
9
0
0
円
、

中
学
生
以
下
5
0
0
円

共
済
期
間

平
成
27
年
4
月
1
日

〜
平
成
28
年
3
月
31
日

加
入
資
格

町
に
住
民
登
録
ま
た

は
外
国
人
登
録
し
て
あ
る
方
お
よ

び
加
入
資
格
者
の
被
扶
養
者
で
、

修
学
の
た
め
町
外
に
転
出
し
て
い

る
方

⃞申

加
入
申
込
書
に
必
要
事
項
を

記
入
の
う
え
、
会
費
を
添
え
て
生

活
安
全
課
窓
口
へ

※
申
込
書
は
生
活
安
全
課
で
配
布

し
て
い
ま
す
。

現
在
加
入
し
て
い
る
方
は
3
月

末
日
で
加
入
期
間
が
満
了
と
な
り

ま
す
の
で
、
継
続
加
入
さ
れ
る
こ

と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

問

生
活
安
全
課
�内
２
２
８
４

正
社
員
と
差
別
的
取
扱
い
が
禁

止
さ
れ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者

の
対
象
範
囲
の
拡
大
や
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
い
入
れ
た
と

き
に
は
雇
用
管
理
の
改
善
の
内
容

に
つ
い
て
事
業
主
に
説
明
義
務
が

生
じ
ま
す
。
ま
た
、
雇
用
管
理
の

改
善
措
置
の
規
定
に
違
反
し
て
い

る
事
業
主
が
、
厚
生
労
働
大
臣
の

勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
の
事
業
主

名
公
表
の
措
置
な
ど
の
「
法
の
実

効
性
を
高
め
る
た
め
の
規
定
」
の

新
設
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http
://w

w
w
.m
hlw
.go.jp

/
topics/2007/06/tp0605-1o.
htm
l

※
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
対
象

と
な
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と

は
、「
1
週
間
の
所
定
労
働
時
間

が
同
一
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る

正
社
員
の
1
週
間
の
所
定
労
働
時

間
に
比
べ
て
短
い
労
働
者
」
の
こ

と
で
す
。

問

埼
玉
労
働
局
雇
用
均
等
室
�

６
０
０
―
６
２
１
０

時
間

8
時
30
分
〜
17
時
15
分

閲
覧
場
所

役
場
税
務
課
窓
口

費
用

無
料

問

税
務
課
固
定
資
産
税
係
�内
２

１
５
４

空
き
家
の
所
有
者
や
相
続
人
、

近
隣
の
方
か
ら
の
空
き
家
に
関
す

る
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
、
無
料
で
電
話

相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
時

3
月
15
日
㈰
10
時
〜
16
時

相
談
電
話
番
号

８
７
２
―
８
０

５
５
（
当
日
の
み
）

問

埼
玉
司
法
書
士
会
事
務
局
�

８
６
３
―
７
８
６
１

広 告

《3月のご案内》
時間

９：３０～１２：００
１３：００～１６：００
３日㈫・４日㈬
１０日㈫・１３日㈮
１７日㈫・２７日㈮

曜日

月曜～金曜

午前利用できない日
（１３：００～利用可）

利用時間
電話相談

年齢別に合わせた遊びや歌を楽しみましょう。
時間…10：30～11：00

対象
０歳児と保護者
１歳児と保護者

２歳以上の幼児と保護者
※第1、3月曜日午前はサークル貸出日となってい
ます。（広報発行後予約が入る場合がありますの
で支援センターに問い合わせください）
詳しくは町ホームページや子育て支援センターだ
よりをご覧ください。

事業名
０歳児遊び広場
１歳児遊び広場
２歳以上児遊び広場

日程
５日㈭
１２日㈭
１９日㈭

http : //www.town.saitama-ina.lg.jp/
問 伊奈町子育て支援センター（北保育所内）
�７２８－３４８２
月～金9時～17時（祝日を除く）

「つどいの広場」開催してます！
どんなところ？ ・親子で遊ぶ場所です

・常駐のスタッフがいます
場所：ふれあい活動センター（ゆめくる）児童室

時間
１３時～１６時
９時～１２時

※祝日は開催していません。

開催日
月曜日

水・金曜日

112015.3


